
東急不動産ホールディングスグループ人権方針

東急不動産ホールディングスグループ (以下、当社グループ)は、事業活動を通じて社会課

題を解決 し、ステークホルダーとともに、サステナブルな社会と成長を実現します。従業員

をは じめ、当社グループの事業にかかわるステークホルダーの人権を尊重することはグロ

ーバルで事業を行 ううえで不可欠であり、すべての企業に期待されるものとい う考えのも

と、人権を尊重した事業活動を行います。

1.国際人権基準の尊重

当社グループは、国際人権章典 (世界人権宣言および国際人権規約)お よび労働における基

本的原則及び権利に関する ILO宣言に記された人権を支持・尊重し、国連 「ビジネスと人

権に関する指導原則」や国連グローバル・コンパク トの原則等に基づき、責任ある経営を推

進していきます。

国際的に認められた人権と事業活動を行 う国・地域の法令に矛盾がある場合には、国際的な

人権の原則を尊重する方法を追求 します。

2.本方針の位置づけ

「東急不動産ホールディングスグループ行動基準」では、「人権の尊重」の項目を設け、従

業員一人ひとりが人権に配慮 した行動を取るように定めています。各国の法令に基づく基

本的人権の尊重はもちろん、差別やハラスメント、いじめ防止のための施策を推進するとと

もに、個人の多様な価値観、個性、プライバシーを尊重するように努めています。東急不動

産ホールディングスグループ人権方針 (以下、本方針)は、行動基準の「人権の尊重」の項

目を詳述するものです。

3.適用範囲

本方針は、当社グループのすべての役員と従業員に適用 し、適切な教育 。研修を実施 してい

きます。本方針の運用の責任は、人事担当執行役員が担います。

取引先のみなさまにおかれましては、本方針を支持いただき、碧社グループと協働 して人権

尊重の取り組みを進めていただくことを期待 しています。

4.人権デュー・デリジェンスと救済 。是正

当社グループは、人権デュー・デ リジェンスの仕組みを構築し、事業活動を通じて生じる顕

在的または潜在的な人権への負の影響を把握 して、未然に防止または軽減 していきます。人

権への負の影響を引き起こした、または助長 した場合は、救済・是正に取 り組みます。当社

グループが、事業またはサービスを通 じて、取引先やその他の関係者が与える人権への負の

影響 とつながる場合には、改善に努めていきます。

また、社内外のステークホルダーが、人権に負の影響を与える行為を通報・相談可能な体制

を整えています。

5.ステークホルダーとの対話

当社グループは、不動産事業を核 とする幅広い事業展開により、地域や関係者に与える影響

が大きいため、さまざまなステークホルダーとの緊密な連携が必要です。従業員や地域社会、

取引先、お客さまなどのステークホルダーとの対話を進めます。

当社グループの取 り組みの進捗については、ウェブサイ トや統合報告書で開示 していきま

す。

6。 人権に関する重点課題

当社グループが事業活動を通じて与えうる人権への負の影響は、社会・環境の変化や事業の

方向性に即して、ステークホルダーや社外の専門家と対話・協議を行い、適宜重点課題を特

定してまいります。
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